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Ⅱ 株式及び新株予約権等に関する事項
１．株式に関する事項
(1) 発行可能株式総数 普通株式 1,100,000,000株

(2) 発行済株式の種類及び総数 普通株式 265,800,000株
（うち自己株式 5,312,575株）

(3) 株主数 45,801名

(4) 大株主（上位10名）

株 主 名 持株数（株） 持株比率（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 31,728,900 12.18

一般社団法人共同通信社 18,988,800 7.29

株式会社時事通信社 16,028,680 6.15

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 12,344,200 4.74

ＮＯＲＴＨＥＲＮ ＴＲＵＳＴ ＣＯ． （ＡＶＦＣ）
ＲＥ ＳＩＬＣＨＥＳＴＥＲ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ
ＩＮＶＥＳＴＯＲＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＶＡＬ
ＵＥ ＥＱＵＩＴＹ ＴＲＵＳＴ

10,892,100 4.18

ＮＯＲＴＨＥＲＮ ＴＲＵＳＴ ＣＯ．（ＡＶＦＣ） ＲＥ
Ｕ．Ｓ． ＴＡＸ ＥＸＥＭＰＴＥＤ ＰＥＮＳＩＯＮ
ＦＵＮＤＳ

6,160,823 2.37

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ
ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５００１ 5,714,537 2.19

電通グループ従業員持株会 5,092,864 1.96

公益財団法人吉田秀雄記念事業財団 4,984,808 1.91

ＮＯＲＴＨＥＲＮ ＴＲＵＳＴ ＣＯ． （ＡＶＦＣ） Ｒ
Ｅ ＮＯＮ ＴＲＥＡＴＹ ＣＬＩＥＮＴＳ ＡＣＣＯＵＮ
Ｔ

4,387,751 1.68

（注）１．信託銀行各社の持株数には、信託業務に係る株式数が含まれております。
２．当社は自己株式を5,312,575株保有していますが、上記大株主から除外しております。
３．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(5) 当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況
該当事項はありません。
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(6) 株式に関するその他の重要な事項
該当事項はありません。

２．新株予約権等に関する事項
(1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約

権等の内容の概要
該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に使用人等に対し職務執行の対価として交付された新株予約権等の内容の概要
該当事項はありません。

(3) 新株予約権等に関するその他の重要な事項
該当事項はありません。
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Ⅲ 会社役員に関する事項
4．重要な兼職の状況
(1) 取締役

地位・氏名 兼職先 役職

社外取締役
松井 巖

八重洲総合法律事務所 弁護士

株式会社オリエントコーポレーション 社外取締役（監査等委員）
長瀬産業株式会社 社外監査役
東鉄工業株式会社 社外監査役

グローブライド株式会社 社外取締役（監査等委員）
取締役代表執
行役副社長グ
ローバル・チ
ーフ・ガバナ
ンス・オフィ
サー
曽我 有信

Dentsu International Limited Chair of the Board

社外取締役
ポール・キャ
ンドランド

ヤマハ株式会社 社外取締役

PMCパートナーズ株式会社 マネージングディレクター
社外取締役
ア ン ド リ ュ
ー・ハウス

日産自動車株式会社 社外取締役

社外取締役
曽我辺 美保子

曽我辺公認会計士事務所 代表

DM三井製糖株式会社 社外取締役（監査等委員）

社外取締役
松田 結花

松田結花公認会計士・税理士事務所 代表

三菱製鋼株式会社 社外監査役

社外取締役
河村 芳彦

キオクシアホールディングス株式会社 副社長執行役員

キオクシア株式会社 副社長執行役員

コニカミノルタ株式会社 社外取締役

サークレイス株式会社 社外取締役

社外取締役
高嶋 智光

T&K法律事務所 弁護士

株式会社三井住友フィナンシャルグループ 社外取締役
社外取締役
市川 奈緒子 株式会社TSIホールディングス 社外取締役

（注）１．上記表では、2025年12月31日現在の兼職状況を記載しています。
２．社外取締役曽我辺美保子氏が社外取締役（監査等委員）を務めるDM三井製糖株式会社は、2025年４月

１日付で商号をDM三井製糖ホールディングス株式会社から変更しております。
３．社外取締役松井巖氏が弁護士として所属する八重洲総合法律事務所は、2026年１月８日付で新丸の内総

合法律事務所に事務所名を変更しております。
４．社外取締役松田結花氏は、電気興業株式会社社外監査役に就任しておりましたが、2025年6月27日付で

退任しております。
５．社外取締役河村芳彦氏は、2025年６月27日付で、キオクシアホールディングス株式会社副社長執行役

員及びキオクシア株式会社副社長執行役員に、また、2025年６月17日付で、コニカミノルタ株式会社
社外取締役に就任しました。

６．社外取締役高嶋智光氏は、2025年6月27日付で、株式会社三井住友フィナンシャルグループ社外取締役
に就任しました。
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７．取締役五十嵐博氏及び社外取締役佐川恵一氏については、該当事項はありません。
(2) 執行役

地位・氏名 兼職先 役職

執行役
佐野 傑

株式会社電通 代表取締役社長執行役員

株式会社TBSテレビ 取締役
（注）１．上記表では、2025年12月31日現在の兼職状況を記載しています。

２．執行役ジュリオ・マレゴリ氏及び執行役遠藤茂樹氏については、該当事項はありません。
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5．社外役員に関する事項
(1) 当期における主な活動状況及び社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務

の概要

区分・氏名 出席状況 発言状況及び社外取締役が果たすことが
期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役
松井 巖

・取締役会 15回中15回
・指名委員会 ３回中３回
・監査委員会 ５回中５回

検察官としての長年の経験及び弁護士としての専
門的見地から、取締役会において、コンプライア
ンス及びガバナンスの強化に貢献する提言を行う
とともに、取締役会議長として建設的且つ闊達な
取締役の議論を促進し、取締役会の監督機能の強
化に寄与する重要な役割を果たしました。
指名委員会では、取締役・執行役候補者の選任プ
ロセスの透明性・客観性強化の観点から積極的に
提言を行いました。
監査委員会では、2025年３月28日まで委員長と
して各監査委員の意見をとりまとめて指針を提示
するとともに、コンプライアンスやリスクマネジ
メントに係る問題の根本原因への対応や具体的施
策についての評価・アドバイスを提供いたしまし
た。

社外取締役
ポール・キ
ャンドラン
ド

・取締役会 15回中15回
・指名委員会 12回中12回
・報酬委員会 10回中10回

取締役会では、グローバルな企業経営に関する豊
富な経験と幅広い知見を活かし、スピーディーな
事業運営、グローバルビジネスの動向を踏まえた
中長期的なグループ競争力の強化等について、積
極的に助言・提案を行いました。
指名委員会では、グローバル経営人財の選定・育
成に関し、また、報酬委員会では、インセンティ
ブ報酬に係る業績指標の目標値及び評価方法の設
定等に際し、透明性及び合理性の確保に資する提
言を行い、当社グループの経営ガバナンスの向上
に重要な役割を果たしました。

社外取締役
アンドリュ
ー・ハウス

・取締役会 15回中15回
・報酬委員会 10回中10回

取締役会では、国際的な企業経営者としての豊富
な経験と幅広い知見を活かし、多様な視点から、
特に当社グループのガバナンス、中期経営計画等
について、グローバル事例を踏まえ幅広く有益な
発言・提案を行い、取締役会の監督機能及びグロ
ーバル環境における当社グループの競争力の強化
に多大な貢献をしました。また、取締役会の諮問
機関であるファイナンス委員会の委員として財務
規律の強化に資する助言を行いました。
報酬委員会においては、委員長として、インセン
ティブ報酬に係る業績指標の目標値及び評価方法
の設定等に際し、多角的かつ活発な議論を主導す
るなど、委員長としての役割を適切に果たしまし
た。
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区分・氏名 出席状況 発言状況及び社外取締役が果たすことが
期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役
佐川 恵一

・取締役会 15回中15回
・指名委員会 12回中12回
・監査委員会 14回中14回

持株会社での財務に関する豊富な知識及び経営者
としての長年の経験を活かし、特に取締役会で
は、事業変革の推進、経営ガバナンスの向上、グ
ローバルでの競争力の強化に資する的確な助言・
提案を積極的に行いました。併せて、ファイナン
ス委員会の委員長として、財務規律の高度化、株
主視点でのモニタリング体制の整備に貢献してお
ります。
指名委員会では、委員長として、取締役や執行役
の候補者選任に関する闊達な議論をリードし、候
補者選任プロセスの透明性・客観性の強化に重要
な役割を果たしました。
監査委員会では、グループレベルのガバナンス並
びに会計やコンプライアンス関連の問題に対し
て、課題を抽出して適切な対応を提言して議論を
リードするなど、監査機能の強化に貢献しまし
た。

社外取締役
曽我辺 美保子

・取締役会 15回中15回
・監査委員会 14回中14回
・報酬委員会 10回中9回

取締役会では、公認会計士としての専門的見地及
び豊富な実務経験から、特に、当社の財務ガバナ
ンスの向上、内部統制の推進等に資する有益な助
言・提言を積極的に行い、取締役会の監督機能の
強化に重要な役割を果たしました。
監査委員会では、海外事業の経営基盤の再構築に
あたり、執行部門と会計監査人の更なる緊密な連
携、必要な情報が迅速に経営陣に報告される運用
の徹底、特に海外事業について経営陣が現場の状
況を把握する仕組みを機能させること等について
助言を行い、ガバナンスの向上に貢献しました。
報酬委員会では、インセンティブ報酬に係る業績
指標の目標値及び評価指標の設定等に際し、財務
分野の知見を踏まえた助言・提言を行いました。

社外取締役
松田 結花

・取締役会 15回中15回
・監査委員会 14回中14回

公認会計士及び税理士としての財務、会計、税
務、監査分野における専門的見地及び豊富な実務
経験から、特に当社の財務健全性の確保、内部統
制の推進、構造改革の推進等に資する有益な助
言・提言を取締役会において行いました。また、
ファイナンス委員会の委員として株主価値向上に
資する助言を取締役会において行いました。
監査委員会では2025年３月28日以降、委員長と
して、リーダーシップを発揮して議事運営を行う
とともに、質問を通じて、グループレベルのコン
プライアンス状況をモニタリングする体制の実効
性や会計・税務の課題を確認し、監査機能の強化
に貢献しました。
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区分・氏名 出席状況 発言状況及び社外取締役が果たすことが
期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役
河村 芳彦

・取締役会 11回中11回
・監査委員会 ９回中９回

事業会社の財務及び戦略部門における専門性に加
え、経営者としての豊富なグローバル事業の経験
から、当社のグローバルにおける競争力強化及び
財務ガバナンスの向上に資する有益な提言を取締
役会において行いました。
また、ファイナンス委員会の委員として財務規律
や投資規律の強化に資する助言を行い、企業価値
の向上に貢献しました。
監査委員会では、事業部門が積極的に関わる、組
織的な内部統制の重要性を提言し、内部監査部門
の監査方法について助言を行いました。

社外取締役
高嶋 智光

・取締役会 11回中11回
・指名委員会 ９回中９回
・監査委員会 ９回中９回

検察官としての長年の経験に基づく法務領域にお
ける専門性及び高度な危機管理能力を活かし、当
社の中期経営計画や海外事業戦略等に関し、確
認・提言を行い、取締役会の実効性の向上及び監
督機能の強化に貢献しました。
指名委員会では、取締役・執行役候補者の選任プ
ロセスの透明性・客観性強化の観点から積極的に
提言を行いました。
監査委員会では、コンプライアンスやリスクマネ
ジメントに係る課題の背景にある真因に注目し
て、実効性ある対応をとるよう提言を行いまし
た。財務報告に対しても、本質をつく質問を通じ
て、積極的に内容を確認しました。

社外取締役
市川 奈緒子

・取締役会 11回中11回 取締役会では、グローバル企業での事業推進の経
験や社外取締役としての経営の監督経験に基づ
き、子会社の適切な管理や中期経営計画に関する
提言を行い、当社グループの競争力強化及び成長
の実現に大きく貢献しました。
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(2) 重要な兼職先と当社との関係

区分・氏名 兼職先・兼職内容 当該法人等との関係
社外取締役
松井 巖

八重洲総合法律事務所
弁護士

八重洲総合法律事務所との間には、特別な関係
はありません。

株式会社オリエントコーポレー
ション
社外取締役（監査等委員）

株式会社オリエントコーポレーションと当社の
重要な子会社である株式会社電通との間には営
業取引があります。

長瀬産業株式会社
社外監査役

長瀬産業株式会社と当社の重要な子会社である
株式会社電通との間には営業取引があります。

東鉄工業株式会社
社外監査役

東鉄工業株式会社との間には、特別な関係はあ
りません。

グローブライド株式会社
社外取締役（監査等委員）

グローブライド株式会社との間には、特別な関
係はありません。

社外取締役
ポール・キ
ャンドラン
ド

ヤマハ株式会社
社外取締役

ヤマハ株式会社と当社の重要な子会社である株
式会社電通との間には営業取引があります。

PMCパートナーズ株式会社
マネージングディレクター

PMCパートナーズ株式会社との間には、特別
な関係はありません。

社外取締役
アンドリュ
ー・ハウス

日産自動車株式会社
社外取締役

日産自動車株式会社と当社の重要な子会社であ
る株式会社電通との間には営業取引がありま
す。

社外取締役
曽我辺 美保子

曽我辺公認会計士事務所
代表

曽我辺公認会計士事務所との間には、特別な関
係はありません。

DM三井製糖株式会社
社外取締役（監査等委員）

DM三井製糖株式会社との間には、特別な関係
はありません。

社外取締役
松田 結花

松田結花公認会計士・税理士事
務所
代表

松田結花公認会計士・税理士事務所との間に
は、特別な関係はありません。

三菱製鋼株式会社
社外監査役

三菱製鋼株式会社と当社の重要な子会社である
株式会社電通との間には営業取引があります。

社外取締役
河村 芳彦

キオクシアホールディングス株
式会社
副社長執行役員

キオクシアホールディングス株式会社との間に
は、特別な関係はありません。

キオクシア株式会社
副社長執行役員

キオクシア株式会社と当社の重要な子会社であ
る株式会社電通との間には営業取引がありま
す。

コニカミノルタ株式会社
社外取締役

コニカミノルタ株式会社と当社の重要な子会社
である株式会社電通との間には営業取引があり
ます。

サークレイス株式会社
社外取締役

サークレイス株式会社との間には、特別な関係
はありません。

社外取締役
高嶋 智光

T&K法律事務所
弁護士

T&K法律事務所との間には、特別な関係はあり
ません。

株式会社三井住友フィナンシャ
ルグループ
社外取締役

株式会社三井住友フィナンシャルグループと当
社の重要な子会社である株式会社電通との間に
は営業取引があります。

社外取締役
市川 奈緒子

株式会社TSIホールディングス
社外取締役

株式会社TSIホールディングスとの間には、特
別な関係はありません。

（注）１．社外取締役松田結花氏は、電気興業株式会社社外監査役に就任しておりましたが、2025年６月27日付
で退任しております。電気興業株式会社との間には、特別な関係はありません。
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Ⅳ 会計監査人に関する事項

１．会計監査人の名称
有限責任 あずさ監査法人

２．会計監査人の報酬等の額
(1) 当期に係る会計監査人の報酬等の額 532百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法等に基づく
監査に対する報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、会計監査人に支払うべ
き報酬等の総額を記載しております。

（注）２．当社監査委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏ま
え、十分な監査品質が確保できているかという観点から、監査項目別監査時間及び監査報酬の推
移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当期の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性
を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項・第４項の同意を行ってお
ります。

(2) 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 1,098百万円
（注）当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務である、国内子会社の会

計・内部統制等に関する助言業務等についての対価を支払っております。

３．当社の会計監査人以外の者による子会社の監査の状況
当社の重要な海外子会社である Dentsu International Limited 及びその他一部の海外子会社

は、当社の会計監査人と同一のネットワークに属しているKPMG（外国における公認会計士又は監
査法人に相当する資格を有する者）の監査（会社法又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規
定によるものに限る。）を受けております。

４．会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
（１）監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事由のいずれかに該当し、解

任が相当と判断した場合は、監査委員全員の同意により会計監査人を解任します。
（２）監査委員会は、会計監査人の独立性、職務執行の状況等を勘案し、会計監査人の適正な職務の

遂行が困難である等、当社の監査業務に重大な支障をきたすおそれがあると判断した場合並び
に監査実施の有効性及び効率性等の観点から必要があると判断した場合は、株主総会に提出す
る議案の内容として、会計監査人の解任又は不再任を決定します。
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Ⅴ 会社の体制及び方針

１．内部統制基本方針
当社は、取締役会の決議により、会社法第416条第１項第１号ロ及びホに規定する体制の整備に

ついて、内部統制基本方針として以下のとおり定めております。

当社グループ（当社、当社が統括する４つの地域（日本、米州、欧州・中東・アフリカ、アジア
太平洋をいいます。以下同じ。）並びにその傘下のクラスター及びマーケット並びに当社の子会社
をいいます。以下同じ。）の内部統制システムは、当社の取締役、執行役、グループ・マネジメン
ト・チーム・メンバー及び従業員、当社が統括する４つの地域並びにその傘下のクラスター及びマ
ーケットのCEO及びCFO並びに子会社の取締役、執行役員及び従業員(以下「当社グループの役職
員」)が自らを律し、当社グループが社会的責任を全うし、成長していくための体制です。
当社グループは、当社グループの役職員の職務の執行が、法令及び定款に適合し、業務が適正に

行われることを確保するために順守すべき共通行動規範として「電通グループ行動憲章」を位置づ
け、内部統制システムの維持・向上を図ります。

(1) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、次の各号に掲げる事項をはじめとして、当社グループを統括する持株会社として、当

社が統括する４つの地域並びにその傘下のクラスター及びマーケット並びに子会社が当社グルー
プの一員として整備・運用すべき事項を定めるなど、当社による４つの地域並びにその傘下のク
ラスター及びマーケット並びに子会社に対する適切なサポート及び管理・監督を通じて、企業集
団としての当社グループの業務の適正を確保します。
① 当社グループの行動規範として「電通グループ行動憲章」を策定し、子会社各社が本憲章

の採択を決議することとします。
② 子会社が「電通グループ行動憲章」を踏まえて然るべき規則を制定し、又は取締役会等の

決議を行うことにより、当社グループとしてのコンプライアンスの確保及びリスク管理を
行うこととします。

③ 当社が統括する４つの地域並びにその傘下のクラスター及びマーケット並びに子会社から
定期的に、それぞれの業務、業績その他の重要な事項に関する報告を求めるとともに、当
社の業務又は業績に重大な影響を及ぼし得る一定の事項につき、当社が統括する４つの地
域並びにその傘下のクラスター及びマーケット並びに子会社が当社の事前承認を求め、又
は当社との協議若しくは当社への報告を行うことを確保します。

④ 事業における意思決定や業務遂行を効率的かつ適切に行うため、グループ・マネジメン
ト・チームが、グループ経営会議を通じて、４つの地域を統括して、管理・監督を行いま
す。

⑤ その他次項以下に定める体制又はそれらに準じた体制を、当社が統括する４つの地域並び
にその傘下のクラスター及びマーケット並びに子会社に整備・運用させることとします。

(2) 当社グループの役職員のコンプライアンス体制
① 当社の取締役、執行役及びグループ・マネジメント・チーム・メンバー、当社が統括する

４つの地域並びにその傘下のクラスター及びマーケットのCEO及びCFO並びに子会社の
取締役及び執行役員は、取締役会規則、各種重要会議運営規則、取締役規則、執行役規
則、グループ・マネジメント・チーム・メンバー規則、執行役員規則、各種グループポリ
シー等の諸規則に則り、適切に職務を執行することとします。

② 当社の取締役、執行役及びグループ・マネジメント・チーム・メンバー、当社が統括する
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４つの地域並びにその傘下のクラスター及びマーケットのCEO及びCFO並びに子会社の
取締役及び執行役員は、法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見し
た場合には、遅滞なく取締役会その他の重要会議において報告するとともに、速やかに当
社の監査委員会又は各社の監査役、監査役会、監査委員会等に報告することとします。

③ 当社の取締役、執行役及びグループ・マネジメント・チーム・メンバーは、自ら率先し
て、コンプライアンス順守の企業風土を醸成し、当社グループのコンプライアンス体制の
維持・向上を図るため、コンプライアンス関連規則を定め、当社のグループ・マネジメン
ト・ボードのもと、グループコンプライアンス委員会において、当社グループ各社のコン
プライアンス順守状況及びコンプライアンス施策の拡充や当該施策への対応等に関するモ
ニタリングを行ってまいります。

④ 当社グループの役職員が利用可能な制度として、法令違反その他のコンプライアンス上の
問題に関する社内の相談窓口を設けるとともに、社内及び社外に直接アクセスできる内部
通報窓口を設置し適切に運用します。

⑤ 当社の監査委員会又は各社の監査役、監査役会、監査委員会等からコンプライアンス体制
についての意見及び改善の要求がなされた場合、当社の取締役、執行役及びグループ・マ
ネジメント・チーム・メンバー、当社が統括する４つの地域並びにその傘下のクラスター
及びマーケットのCEO及びCFO並びに子会社の取締役及び執行役員は遅滞なく対応し改
善を図ることとします。

⑥ 反社会的勢力及び団体との関係を遮断し、反社会的勢力及び団体からの要求を断固拒否す
るために担当部署を設置し、社内外の協力窓口と連携して対応します。

(3) 当社の執行役及びグループ・マネジメント・チーム・メンバー、当社が統括する４つの地域並
びにその傘下のクラスター及びマーケットのCEO及びCFO並びに子会社の取締役及び執行役員
の職務執行の効率化を図る体制
① 当社の執行役及びグループ・マネジメント・チーム・メンバー、当社が統括する4つの地

域並びにその傘下のクラスター及びマーケットのCEO及びCFO並びに子会社の取締役及
び執行役員の職務執行を効率的に行うために、取締役会、グループ・マネジメント・ボー
ド、グループ経営会議、各種委員会のほか、各種会議を開催し、経営方針及び経営戦略に
関わる重要事項等についての意思決定を適切かつ機動的に行います。

② 上記会議体等での決定事項は、職制を通じた伝達のほか、緊急を要する場合には、社内電
子掲示板システム等も活用して全従業員に迅速に伝達し、速やかな業務執行を図ります。

(4) 当社の執行役及びグループ・マネジメント・チーム・メンバー、当社が統括する４つの地域並
びにその傘下のクラスター及びマーケットのCEO及びCFO並びに子会社の取締役及び執行役員
の職務執行に係る情報の保存・管理体制
当社の執行役及びグループ・マネジメント・チーム・メンバー、当社が統括する４つの地域並

びにその傘下のクラスター及びマーケットのCEO及びCFO並びに子会社の取締役及び執行役員
の職務執行に係る情報については、法令及び文書管理規則、情報管理諸規則等に基づき、適切に
保存・管理します。

(5) リスク管理体制
① 当社の執行役及びグループ・マネジメント・チーム・メンバーは、当社グループの経営目
標の達成を阻害する将来の不確実な要因としてのリスクに対して、回避、軽減等適切な対
処をするとともに、これらを機会として活かすためにリスク管理規則を定め、当社のグル
ープ・マネジメント・ボードのもと、グループリスク委員会においてリスク管理状況につ
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いて自己点検を行い、優先的に対応するべき重要なリスクを選定し、具体的な対応計画に
基づいたリスク管理を実施します。

② 経営上の重要なリスクへの対応方針やその他リスク管理に関する重要な事項については、
グループリスク委員会又は４つの地域のリスク委員会等で審議し、必要に応じ、当社の取
締役会及び監査委員会、各社の取締役会、監査役、監査役会、監査委員会等に報告を行い
ます。

(6) 監査委員会の職務を補助する組織とその独立性等について
監査委員会の職務を補助すべき従業員の組織体制として監査委員会室を設置し、監査委員会の

直轄組織として、執行役及びグループ・マネジメント・チーム・メンバーからの独立性及び監査
委員会からの指示の実効性を確保します。

(7) 監査委員会への報告体制と監査の実効性の向上について
① 当社グループの役職員（当社の監査委員である取締役を除く。本項において同じ。）が当

社の監査委員会に報告すべき事項についての規定を定めるとともに、当社の業務又は業績
に影響を与える重要な事項に関する当社グループの役職員の報告が、当社の監査委員会に
対してより確実かつ迅速に行われ、又は伝達されることを確保します。

② 前号の規定に記載のない事項に関しても、当社の監査委員会から報告を求められた場合
は、当社グループの役職員は遅滞なく当社の監査委員会に報告することとします。

③ 前各号の報告を行った者がその報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保しま
す。

④ 法令の定めに従い、監査委員の職務の執行について生ずる費用等の処理の方針を定め、こ
れを関係者に周知徹底します。

⑤ 監査の実効性を向上させるために、内部監査部門及び外部監査人との連係を確保します。

(8) 財務報告の適正性を確保するための体制
① 当社の代表執行役社長（グローバルCEO）、代表執行役副社長（グローバルCGO）及び

グローバルCFOは、取締役会のもと、当社グループの財務報告の適正性を確保するため
の体制を維持し、継続的な改善を図ります。

② 当社の業務執行部署、当社が統括する４つの地域並びにその傘下のクラスター及びマーケ
ット並びに子会社は、整備・構築を行った内部統制が適切に運用されているか、日常業務
を通じて自己点検を行うとともに、当社が統括する４つの地域並びにその傘下のクラスタ
ー及びマーケット並びに子会社は、その結果を当社に報告することとします。

③ グループ内部統制オフィス及び内部監査オフィスは、業務から独立した立場で内部統制の
モニタリングを共同して実施し、財務報告に係る内部統制の有効性について評価を行いま
す。

２．内部統制システムの運用状況の概要
当社では、取締役会で決議された上記１．記載の内部統制基本方針に沿って、内部統制システム

管理規則、リスク管理規則、文書管理規則その他の社内規程等を整備の上、内部統制担当部署が中
心となって、内部統制システムの整備・運用を進めております。

運用状況の概要は次のとおりであります。
(1) 当社グループの業務の適正性の確保

当社グループの役職員の行動基準である「電通グループ行動憲章」に基づき、イントラネッ
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ト及びeラーニングによるコンプライアンス研修等にて、当社グループの一員としてとるべき行
動及び守るべき原則について周知を図っております。また、あらかじめ対象となる会社を特定
し、企業集団として順守すべきルールを定め、各社に順守するよう求めております。事業年度
末には、国内及び海外の対象会社が、当該ルールに沿って業務を実施しているかをチェックし、
課題がある場合には、改善を求めております。

(2) 当社グループの役職員の内部統制の体制
執行側の最上位意思決定機関である「グループ・マネジメント・ボード」が、内部統制基本

方針に沿った計画の策定と運用のモニタリングに責任を負い、企業行動の改善を推進しており
ます。また、2023年より、内部統制、コンプライアンス、リスクマネジメント及びサステナビ
リティを管掌する「チーフ・ガバナンス・オフィサー（CGO）」のポジションを新設し、コー
ポレートガバナンスの強化、情報開示の改善に取り組んでおります。

(3) コンプライアンス体制
グループ・マネジメント・ボードのもと、当社グループのコンプライアンス・プログラムと

活動計画の承認と実施状況のモニタリング、及び、当社が統括する４つの地域に対するコンプ
ライアンス・プログラムと活動計画の実施指示やモニタリング等を行うグループコンプライア
ンス委員会を設置しております。2025年に実施した主なコンプライアンス・プログラムの推進
状況は以下の通りです。
2023年度に開始したコンプライアンス・リスク・アセスメントにつきましては、2025年度

までに対象マーケット全てのアセスメントが終了し、各地域でアセスメント結果を踏まえたリ
スク低減策を着実に実行しております。そして、当社グループでグローバルに展開する内部通
報制度であるSpeak Up @ dentsuについては、心理的安全性を基盤とした「インテグリティ
と信頼に重きを置く企業カルチャー」の実現に向けて、全従業員がオープンで責任感のある文
化の形成に積極的な役割を果たすよう、五十嵐 博 グローバルCEOから全役職員にメッセージ
を発信し、利用の促進を図っております。また、コンプライアンスの徹底に向け、電通グルー
プ行動憲章、贈収賄・汚職の防止、利益相反などの重要なコンプライアンス領域について必須
研修を実施しております。
そして、dentsu Japanでは、東京2020オリンピック・パラリンピック関連事案を受けて進

めてきた意識行動改革において、2024年末までに全17施策を完了しました。2025年度から
は、dentsu Japan チーフ・オペレーティング・オフィサーをリーダーに、dentsu Japanチ
ーフ・ブランディング/カルチャー・オフィサーをサブリーダーとした新たな体制で「dentsu
Japan意識行動改革プロジェクト」として各種施策に取り組んでおります。本年度は、インテ
グリティを基盤とする組織風土づくりや、高いレベルでのコンプライアンス徹底のために、「目
先より、その先へ」をスローガンに、新たな社内サイト、ポスター、動画の整備を行うととも
に、シェアリングミーティング、座談会、インテグリティヒントブック2025などを通じて、各
社・各組織主導で自主的にコンプライアンス意識の浸透やインテグリティの啓発を図りながら
変革を推進しております。また、ｄJ意識行動改革に対する従業員の意識調査を継続的に実施す
ることで、モニタリングを行っております。

(4) リスク管理
2023年にグループ・マネジメント・ボードの専門委員会として、グループリスク委員会を設

置して、グループ横断でのリスク管理機能の向上・統括に取り組んでおります。グループリス
ク委員会では、「リスク管理規則」に基づき、①会社の経営目標の達成を阻害するリスクの識
別、②識別したリスクの評価、③会社に大きな影響を与えうる「重要リスク」の特定、④リス
クを最小化すべく「重要リスク」への対応計画の策定、⑤「重要リスク」への対応の進捗状況
の報告、というグループレベルの「エンタープライズ・リスク・マネジメント（ERM）」を実施
しております。上記①〜⑤に加え、グループのリスク管理に関する基本方針やリスク・レジス
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ター、スポンサー（グループ・マネジメント・メンバーなど）と対応計画などの重要事項、及
び日本、米州、欧州・中東・アフリカ、アジア太平洋のリスク管理状況については、各地域の
ガバナンス委員会、クラスターやマーケットでのリスク＆コンプライアンス委員会での審議を
経て、グループリスク委員会の議題とするとともに、グループ・マネジメント・ボードに付議
又は報告をしております。対応計画の策定・実施については、リスク・スポンサー及び各専門
部署が主体となり、全社的に対応しております。

(5) 財務報告の適正性を確保するための体制
2025年５月、金融商品取引法第24条の４の４に定める「内部統制報告制度」に対応し、会

計監査人との協議のうえ、評価対象会社、評価対象業務プロセス、評価の体制等を定めた「基
本計画書」を策定いたしました。当該「基本計画書」に従い、評価対象である当社の業務執行
部署及び当社グループの各対象会社は、日常業務において内部統制システムの運用状況につい
て自己点検を行っており、当該対象会社は、その結果を当社に報告しております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）本事業報告中の金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

― 14 ―

2026年02月19日 17時55分 $FOLDER; 15ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



連結計算書類 【IFRS（国際会計基準）】

連結財政状態計算書 2025年12月31日現在 （単位：百万円）

資産

科目 金額

流動資産 2,301,403

現金及び現金同等物 295,183

営業債権及びその他の債権 1,818,316

棚卸資産 9,492

未収法人所得税等 41,514

その他の金融資産 22,289

その他の流動資産 60,899

売却目的で保有する非流動資産 53,707

非流動資産 905,383

有形固定資産 22,967

のれん 320,102

無形資産 178,219

使用権資産 104,511

持分法で会計処理されている投資 53,164

その他の金融資産 107,661

その他の非流動資産 65,690

繰延税金資産 53,066

資産合計 3,206,787

負債及び資本

科目 金額

流動負債 2,145,241

営業債務及びその他の債務 1,655,434

社債及び借入金 122,067

その他の金融負債 71,037

未払法人所得税等 37,271

引当金 18,864

その他の流動負債 210,390
売却目的で保有する非流動資産に
直接関連する負債 30,176

非流動負債 613,590

社債及び借入金 346,174

その他の金融負債 198,914

退職給付に係る負債 15,868

引当金 13,048

その他の非流動負債 6,259

繰延税金負債 33,325

負債合計 2,758,832

親会社の所有者に帰属する持分 374,849

資本金 74,609

資本剰余金 75,862

自己株式 △26,494

その他の資本の構成要素 201,359

利益剰余金 49,511

非支配持分 73,105

資本合計 447,954

負債及び資本合計 3,206,787
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連結損益計算書 2025年１月１日から2025年12月31日まで （単位：百万円）

科目 金額

収益 1,435,245

原価 △237,715

売上総利益 1,197,530

販売費及び一般管理費 △1,048,986

構造改革費用 △33,046

減損損失 △402,563

その他の収益 882

その他の費用 △3,028

営業損失（△） △289,212

持分法による投資利益 3,868

持分法で会計処理されている投資に係る減損損失 △958

関連会社株式売却益 254

金融損益及び税金控除前損失（△） △286,046

金融収益 7,617

金融費用 △28,359

税引前損失（△） △306,789

法人所得税費用 △12,150

当期損失（△） △318,939

当期損失（△）の帰属

親会社の所有者 △327,601

非支配持分 8,661
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連結持分変動計算書 2025年１月１日から2025年12月31日まで （単位：百万円）

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

在外営業
活動体の
換算差額

キャッシュ・
フロー・ヘッジの
公正価値の変動
額の有効部分

ヘッジコスト
その他の包括利益
を通じて測定する
金融資産の公正
価値の純変動

2025年１月１日残高 74,609 75,373 △26,559 151,599 17,058 ― 47,822

会計方針の変更による累積的影響額 1,131 △1,131

2025年１月１日修正再表示後残高 74,609 75,373 △26,559 151,599 18,190 △1,131 47,822

当期利益又は損失（△）

その他の包括利益 8,393 △5,553 240 3,047

当期包括利益 ― ― ― 8,393 △5,553 240 3,047

自己株式の取得 △2

自己株式の処分 △17 67

配当金

非支配持分株主との取引

その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替 △19,492

非金融資産への振替 △1,757

その他の増減 506

所有者との取引額等合計 ― 489 65 ― △1,757 ― △19,492

2025年12月31日残高 74,609 75,862 △26,494 159,993 10,879 △890 31,377

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計
その他の資本の構成要素

利益剰余金 合計確定給付型
退職給付制度
の再測定額

合計

2025年１月１日残高 ― 216,481 356,933 696,838 72,197 769,035

会計方針の変更による累積的影響額 ― ― ―

2025年１月１日修正再表示後残高 ― 216,481 356,933 696,838 72,197 769,035

当期利益又は損失（△） ― △327,601 △327,601 8,661 △318,939

その他の包括利益 23,534 29,662 29,662 △180 29,481

当期包括利益 23,534 29,662 △327,601 △297,939 8,481 △289,458

自己株式の取得 ― △2 △2

自己株式の処分 ― 50 50

配当金 ― △18,105 △18,105 △6,717 △24,822

非支配持分株主との取引 ― △3,448 △3,448 △855 △4,304

その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替 △23,534 △43,026 43,026 ― ―

非金融資産への振替 △1,757 △1,757 △1,757

その他の増減 ― △1,293 △786 △786

所有者との取引額等合計 △23,534 △44,783 20,179 △24,050 △7,572 △31,622

2025年12月31日残高 ― 201,359 49,511 374,849 73,105 447,954

― 17 ―

2026年02月19日 17時55分 $FOLDER; 18ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



連 結 注 記 表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等
（1）連結計算書類の作成基準
当社の連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、国際会計基準（以下、

IFRS）に準拠して作成しております。なお、同項後段の規定により、IFRSで求められる開示項目
の一部を省略しております。

（2）連結の範囲に関する事項
連結子会社はDentsu International Limited他計684社であります。

（3）持分法の適用に関する事項
関連会社である株式会社ビデオリサーチ他計67社に対して持分法を適用しております。

（4）会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法
ⅰ デリバティブを除く金融資産
ａ 償却原価で測定する金融資産
以下２つの要件をともに満たすものを償却原価で測定する金融資産に分類しておりま

す。
・契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする事
業モデルに基づいて、資産が保有されている。
・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャ
ッシュ・フローが特定の日に生じる。

償却原価で測定する金融資産は、当初認識後、実効金利法による償却原価で測定してお
ります。
当社グループは償却原価で測定される金融資産に係る予想信用損失に対する貸倒引当金

を認識しております。

信用リスクの著しい増大の判定
当社グループは、期末日ごとに、金融資産の債務不履行発生のリスクを期末日現在と

当初認識日現在で比較し、金融資産に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大して
いるかどうかを評価しております。
なお、当社グループは、信用リスクが著しく増加しているかどうかを当初認識以降の

債務不履行の発生リスクの変化に基づいて判断しており、債務不履行の発生リスクに変
化があるかどうかを評価するのにあたっては、主に期日経過の情報を考慮し、以下も考
慮しております。
・金融資産の外部信用格付の著しい変化
・内部信用格付の格下げ
・借手の経営成績の悪化
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予想信用損失アプローチ
予想信用損失は、契約に基づいて当社グループが受け取るべき契約上のキャッシュ・

フローと、当社グループが受け取ると見込んでいるキャッシュ・フローとの差額の現在
価値であります。金融資産に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合
には、当該金融資産に係る貸倒引当金を全期間の予想信用損失に等しい金額で測定し、
著しく増加していない場合には、12ヶ月の予想信用損失に等しい金額で測定しており
ます。
なお、上記にかかわらず、重大な金融要素を含んでいない営業債権については、常

に、貸倒引当金を全期間の予想信用損失に等しい金額で測定しております。
予想信用損失の測定に当たっては、過去の事象、現在の状況及び将来の経済状況の予

測についての、報告日において利用可能な合理的で裏付け可能な情報を用いており、個
別に重要な金融資産は個別に予想信用損失を評価し、個別に重要ではない金融資産は所
在地、期日超過の日数、保全の状況、外部の信用格付等を基に信用リスクの特徴が類似
する資産ごとにグルーピングを行い、集合的に予想信用損失を評価し、損失評価引当金
を計上しております。
また、債務者が支払期限到来後90日以内に支払いを行わない場合など、金融資産の

全部又は一部について回収ができない、又は回収が極めて困難であると判断された場合
には債務不履行としております。
債務不履行に該当した場合、又は発行者又は債務者の著しい財政的困難が存在する場

合、信用減損しているものと判断しております。
金融資産に係る貸倒引当金の繰入額は、純損益で認識しております。貸倒引当金の戻

入が発生した場合、純損益で認識しております。
なお、債務者が当社グループと合意した返済計画を遂行できないなど、回収が合理的

に見込めない場合においては、金融資産を直接償却しております。これには通常、当社
グループが借手の直接償却対象の金額を返済するために十分なキャッシュ・フローを生
み出す資産又は収益源を有していないと判断した場合が該当します。当社グループで
は、直接償却した金融資産に対しても、期日経過債権を回収できるよう、履行強制活動
を継続しております。

ｂ 損益を通じて公正価値で測定する金融資産
当初認識時においてその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産として指

定しない資本性金融商品、及び償却原価測定の基準を満たさない負債性金融商品を、損
益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しております。
損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、当初認識後、各決算日において公正価

値で再測定し、公正価値の変動及び配当金等の収益を損益として認識しております。
ｃ その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産

売買目的保有でない資本性金融商品については、原則として当初認識時にその他の包
括利益を通じて公正価値で測定する金融資産として指定しております。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定することを指定した金融資産については、

当初認識後、公正価値で測定しており、公正価値の変動額をその他の包括利益として認
識し、認識を中止した場合又は公正価値が著しく下落した場合に利益剰余金に振り替え
ております。当該金融資産からの配当金については当期の損益として認識しておりま
す。
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ⅱ デリバティブ及びヘッジ会計
当社グループは、為替変動リスクや金利変動リスクをそれぞれヘッジするために、為替予

約取引、金利スワップ取引等のデリバティブを利用しております。当社グループは、ヘッジ
開始時に、ヘッジ対象とヘッジ手段の関係並びにヘッジに関するリスク管理目的及び戦略に
ついて、指定及び文書化を行っております。当該文書は、ヘッジ関係、リスク管理目的及び
ヘッジの実行に関する戦略並びにヘッジの有効性の評価を含んでおります。
これらのヘッジは、公正価値又はキャッシュ・フローの変動を相殺する上で非常に有効で

あることが見込まれますが、ヘッジ期間中にわたり実際に非常に有効であったか否かを判断
するために、ヘッジ関係を継続的に評価しております。
デリバティブは公正価値で当初認識しております。また、当初認識後は公正価値で測定

し、その事後的な変動は以下のとおり処理しております。
ａ キャッシュ・フロー・ヘッジ

ヘッジ手段に係る利得及び損失のうちヘッジが有効である部分については、公正価値
の変動額をその他の包括利益に認識し、ヘッジ対象のキャッシュ・フローが損益に影響
を与えた時点でヘッジ対象とともに損益に認識しております。
ヘッジが有効でない部分については、公正価値の変動額を損益に認識しております。
その他の包括利益に認識した金額は、予定取引のヘッジがその後において非金融資産

又は非金融負債の認識を生じさせるものである場合、又は非金融資産若しくは非金融負
債に係るヘッジされた予定取引が公正価値ヘッジの適用される確定約定となった場合、
その他の包括利益に認識した金額を当該非金融資産又は非金融負債の当初の帳簿価額に
含めております。
ヘッジ手段が失効、売却、終結又は行使された場合、ヘッジがヘッジ会計の要件を満

たしていない場合及びヘッジ指定を取り消した場合には、ヘッジ会計を中止しておりま
す。

ｂ 在外営業活動体に対する純投資のヘッジ
在外営業活動体に対する純投資から発生する換算差額については、キャッシュ・フロ

ー・ヘッジと同様の方法で会計処理しております。
ヘッジ手段に係る利得及び損失のうち、有効部分はその他の包括利益で認識し、非有

効部分は損益として認識しております。
在外営業活動体の処分時には、従来その他の包括利益を通じて資本として認識してい

た累積損益を損益に振り替えております。
ｃ ヘッジ指定されていないデリバティブ

デリバティブの公正価値の変動は損益として認識しております。
ⅲ 棚卸資産
棚卸資産は取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い金額により測定しております。取

得原価は主として個別法に基づいて算定しております。
② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
ⅰ 有形固定資産
有形固定資産の当初認識後の測定について原価モデルを採用しており、取得原価から減価

償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額で表示しております。取得原価には、資産の
取得に直接関連する費用、資産の解体、除去及び原状回復費用が含まれております。
土地等の償却を行わない資産を除き、有形固定資産は見積耐用年数にわたり、主として定

額法により減価償却を行っております。ただし、使用権資産は、見積耐用年数とリース期間
のいずれか短い年数にわたり、定額法で減価償却を行っております。
ⅱ 無形資産
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無形資産の当初認識後の測定について原価モデルを採用しており、取得原価から償却累計
額及び減損損失累計額を控除した金額で表示しております。個別に取得した無形資産は、当
初認識時に取得原価で測定し、企業結合で取得した無形資産の取得原価は、取得日時点の公
正価値としております。自己創設無形資産は、資産の認識基準を最初に満たした日以降に発
生する支出の合計額を取得原価としております。
無形資産はそれぞれの見積耐用年数にわたり定額法で償却しております。ただし、使用権

資産は、見積耐用年数とリース期間のいずれか短い年数にわたり、定額法で減価償却を行っ
ております。

③ のれんに関する事項
のれんは償却を行わず、取得原価から減損損失累計額を控除した金額で表示しておりま

す。
なお、のれんは減損の兆候の有無にかかわらず、年に一度、又は減損の兆候がある場合に

はその都度、減損テストを実施しております。
④ 重要な引当金の計上基準

当社グループは、過去の事象の結果として現在の法的又は推定的債務を有しており、債務
の決済を要求される可能性が高く、かつ当該債務の金額について信頼性のある見積りが可能
である場合に引当金を認識しております。貨幣の時間価値の影響が重要である場合、引当金
は当該負債に特有のリスクを反映させた割引率を用いた現在価値により測定しております。

⑤ 退職後給付
当社グループは従業員の退職給付制度として確定給付制度及び確定拠出制度を設けており

ます。確定給付制度については、確定給付制度債務の現在価値と制度資産の公正価値との純
額を負債又は資産として認識しております。当社グループは確定給付制度債務の現在価値及
び関連する当期勤務費用並びに過去勤務費用を、予測単位積増方式を使用して制度ごとに算
定しております。割引率は、将来の毎年度の給付支払見込日までの期間を基に割引期間を設
定し、割引期間に対応した決算日時点の優良社債の利回りに基づき算定しております。
確定給付型退職給付制度の勤務費用及び利息費用は損益で認識し、利息純額の算定には前

述の割引率を使用しております。また、確定給付型退職給付制度の再測定額は、発生した期
においてその他の包括利益として認識し、直ちに利益剰余金に振替えております。過去勤務
費用に関しては、発生した期の損益として認識しております。
確定拠出型退職給付に係る費用は、従業員が役務を提供した期間に損益として認識してお

ります。
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⑥ 外貨換算
外貨建取引は、取引日における為替レートにて当社グループの各機能通貨に換算しており

ます。
決算日における外貨建貨幣性資産及び負債、公正価値で測定される外貨建非貨幣性資産及

び負債は、決算日の為替レートにて機能通貨に換算しており、この結果生じる換算差額は、
損益に認識しております。
外貨建取得原価にて測定される非貨幣性項目は、取引日の為替レートにて換算しておりま

す。
在外営業活動体の財務諸表については、資産及び負債は報告期間の決算日の為替レートで

円貨に換算し、収益及び費用は著しい変動のない限り、対応する報告期間における平均為替
レートで円貨に換算しております。この結果生じる換算差額は、その他の包括利益として認
識し、その累計額はその他の資本の構成要素において認識しております。
当社グループの在外営業活動体が処分される場合、当該在外営業活動体に関連した為替換

算差額の累計額は処分時に損益に振り替えております。
⑦ 収益

当社グループは、下記の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ１：顧客との契約を識別する
ステップ２：契約における履行義務を識別する
ステップ３：取引価格を算定する
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ５：企業が履行義務の充足時に収益を認識する

当社グループは、顧客に対して広告業、情報サービス業及びその他の事業を提供しており
ます。
広告業においては、主に各種メディアへの広告出稿及びクリエイティブ・サービスを含む

広告制作や各種コンテンツサービス等のサービスの提供を行っております。
各種メディアへの広告出稿に関しては、主にメディアに広告出稿がなされた時点で当該サ

ービスに対する支配が顧客に移転し、当社グループの履行義務が充足されることから、当該
時点で収益を認識しております。
広告制作に関しては、企画、制作、撮影、編集、完成までの一連の管理業務が履行義務に

なります。当該管理業務は、その性質上、履行義務の充足が均一であると考えられ、経過期
間に応じて履行義務は進捗するため、収益は当該履行義務が充足される契約期間における期
間按分にて、一定の期間にわたり収益を認識しております。
各種コンテンツサービス等のサービスの提供については、その主なサービスは、スポーツ

イベントのマーケティング権等の権利ビジネスであります。スポーツイベントのマーケティ
ング権等の権利ビジネスにおいては、顧客に対してマーケティング権等の権利を使用できる
状態にすることが履行義務になります。当該取引のうち、顧客が複数の権利を複数の時点で
享受する複合的な権利に関する取引については、一定の期間において当該権利を顧客が使用
可能となり、その性質上、履行義務の充足が均一であると考えられ、主に契約期間の経過と
ともに履行義務が充足されるため、収益は当該履行義務が充足される契約期間における期間
按分にて、当該一定の期間にわたり収益を認識しております。それ以外の取引については、
権利が使用可能となった当該一時点において、当該権利の使用権が顧客に移転し、当社グル
ープの履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
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広告業の収益は、約束の履行に対する主たる責任、在庫リスク、価格設定の裁量権等を考
慮すると、主として代理人としての性質が強いと判断されるため、当社グループが提供する
サービスに対する報酬として顧客から受領する対価から関連する原価を控除した純額、ある
いは手数料としての一定の報酬対価により計上しております。ただし、本人としての性質が
強いと判断される一部の取引に関しては、顧客から受領した対価と原価を総額で計上してお
ります。
広告業における取引の対価は、履行義務を充足してから主として１年以内に受領してお

り、重大な金融要素は含んでおりません。
情報サービス業においては、主にソフトウェア製品・商品の販売、受託システム開発、ア

ウトソーシング・運用保守サービス等のサービスの提供を行っております。
ソフトウェア製品・商品の販売に関しては、顧客への納品時点で当該製商品の支配が顧客

に移転し、当社グループの履行義務が充足されるため、当該時点で収益を認識しておりま
す。受託開発のソフトウェアに関しては、開発の進捗に応じて顧客の資産が増価するととも
に顧客が当該資産の支配を獲得し、これに応じて当社グループの履行義務が充足されるた
め、開発の進捗度に応じて収益を認識しております。開発の進捗度は、履行義務の充足に使
用されたインプット（発生したコスト）が、当該履行義務を完全に充足するまでに予想され
るインプット合計に占める割合に基づいて算出しております。また、運用保守サービスに関
しては契約期間の経過とともに履行義務が充足されるものであり、収益は当該履行義務が充
足される契約期間における期間按分にて計上しております。
情報サービス業の収益は、販売契約における対価から、値引きなどを控除した金額で算定

しております。また、約束の履行に対する主たる責任、在庫リスク、価格設定の裁量権等を
考慮すると、本人としての性質が強いと判断されるため、収益及び原価を総額で計上してお
ります。
情報サービス業における取引の対価は、履行義務を充足してから主として１年以内に受領

しており、重大な金融要素は含んでおりません。
その他の事業においては、コーポレート領域の専門機能の提供、事務所賃貸、ビルサービ

ス等の事業を行っております。
⑧ グループ通算制度の適用

当社及び一部の連結子会社は、グループ通算制度を適用しております。
⑨ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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2．会計方針の変更
当社グループはヘッジ会計に関し、前連結会計年度において、IFRS第９号の経過措置に従った
IAS第39号に基づく会計処理を行っておりましたが、当連結会計年度の期首より、IFRS第９号に基
づく会計処理に変更しております。これにより、従前、連結持分変動計算書上、「キャッシュ・フ
ロー・ヘッジの公正価値の変動額の有効部分」に含まれていた金利通貨スワップの外貨ベーシス・
スプレッドに関する公正価値変動の累積額について、「ヘッジコスト」として区分して会計処理さ
れます。当該会計方針の変更により、連結持分変動計算書において、期首にヘッジコストが△
1,131百万円計上され、キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動額の有効部分が同額増加し
ております。なお、当該会計方針の変更に伴う期首利益剰余金への影響はありません。

３．会計上の見積りに関する注記
当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌連結会計

年度の連結計算書類に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりであります。
のれんの評価
① 連結計算書類に計上した金額

のれん 320,102百万円
上記には日本、米州（Americas）、ヨーロッパ、中東及びアフリカ（EMEA）ののれん

が、それぞれ27,272百万円、278,318百万円及び14,512百万円含まれております。
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社は、のれんの評価に当たり日本、Americas、EMEA及びAPACをそれぞれ別個の資
金生成単位グループとして減損テストを行い、さらに海外事業全体及び電通グループ全体
について減損テストを行っております。
当社は、のれんが配分された資金生成単位グループの減損テストにおける回収可能価額

を、経営者により承認された翌連結会計年度の予算を含む翌期以降５ヵ年の業績予想を基
礎とする使用価値に基づき算定しております。また、使用価値はオペレーティング・マー
ジン、売上総利益の成長率、継続成長率、割引率、正味運転資本及び全社費用の各資金生
成単位グループへの配賦率に仮定をおいて算定しております。
この結果、Americas とEMEAにおいて回収可能価額が帳簿価額を下回ったため、当連

結会計年度にのれんに対して、それぞれ減損損失299,656百万円及び96,418百万円を計
上しました。
なお、事業計画の変更や市況環境の変化等により上記仮定の見直しが必要となった場合、

翌連結会計年度においても、のれんの減損処理による損失が発生する可能性があります。

４．連結財政状態計算書関係
（1）担保に供している資産

その他の金融資産（流動資産） 54百万円
なお、上記以外にその他の金融資産（流動資産）のうち8百万円は官報・営業等にかかわる

取引保証のため担保に供しております。

（2）資産から直接控除した貸倒引当金
営業債権及びその他の債権 4,813百万円
その他の金融資産（非流動資産） 13,432百万円

（3）有形固定資産（使用権資産を除く）の減価償却累計額及び減損損失累計額 64,554百万円
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（4）偶発債務
保証債務残高
銀行借入等に対する債務保証 62百万円

当社グループ会社が広範な領域にわたり遂行している事業は、国内・海外問わず、政府機関・
顧客・媒体社・協力会社等から調査・訴訟・メディア監査等に基づく請求・課徴金等を受けるこ
とがあります。当社は、専門家等との協議を含む検討の結果、それらの請求による債務が発生し
たとしても、当社グループの財政状態や経営成績に重大な影響を与えることはないと考えており
ます。

インドにおける偶発負債等について
過年度に当社グループのインドにおける子会社が締結した一部の取引について、社外弁

護士等の専門家と共に、詳細な調査を実施し、その結果をインド当局に報告しております。
これらの事案に関して、当該子会社に対して提供したと主張されている商品やサービス

の対価として、当社グループは取引相手から5,228百万インドルピー（9,114百万円）の
支払請求を受けております。
当社グループは、現在までの法的助言に基づき、関連する取引には経済的実体がなく、

また、商品やサービスの提供もないことから、金銭の支払義務はないと判断しており、し
たがって当該請求金額について引当金を計上しておりません。当社グループと社外弁護士
等の専門家による詳細な調査は継続中でありますが、当社グループは当該判断を継続して
主張するとともに、インド当局の調査への協力を続けてまいります。
この事案に関する今後の訴訟の展開や当局の判断等には、一定の不確実性が存在してお

ります。

５．連結損益計算書関係
（1）構造改革費用

構造改革に伴い発生した費用であります。
構造改革費用の主な内訳は、不動産の適正化費用、人員削減費用やその他の関連施策費用で

あります。

（2）減損損失
当連結会計年度において、直近の実績を踏まえた最新の事業計画を基にのれんの減損テスト

を行った結果、AmericasとEMEAにおいて、それぞれのれんの減損損失299,656百万円及び
96,418百万円を認識しました。その他、当連結会計年度における減損損失には、無形資産等
の一部において認識した減損損失が含まれております。

６．連結持分変動計算書関係
（1）当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 265,800,000株

（2）配当に関する事項
① 配当金支払額

決 議 株式の
種 類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2025年２月14日
取締役会

普通
株式 18,105 69.75 2024年12月31日 2025年３月18日
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（注）2025年２月14日開催の取締役会決議による配当金の総額には、役員株式報酬信託に係る信託E口が保
有する当社株式に対する配当金62百万円が含まれておりません。

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるも
の
該当事項はありません。
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７．収益関係
当社グループは、顧客に対して広告業、情報サービス業及びその他の事業を提供しております。

詳細は、「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等 (4)会計方針に関する事項 ⑦収
益」をご参照ください。

（1）収益の分解
顧客との契約から認識した収益の分解は、以下のとおりであります。

（単位：百万円）

セグメント 内部取引調
整/全社 合計日本 Americas EMEA APAC 小計

地域市場別内
訳 608,310 369,666 338,401 112,199 1,428,577 6,668 1,435,245

（注）「内部取引調整/全社」は、全社機能に関する収益並びにセグメント間取引の消去によるものであります。全社
機能に関する収益は9,446百万円であります。

（2）契約残高
顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の残高は、以下のとおりであります

（単位：百万円）

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 1,669,977 1,798,479

受取手形及び売掛金 1,656,861 1,791,035

その他 13,116 7,443

契約資産 19,459 22,824

契約負債 63,386 61,635

連結財政状態計算書において、顧客との契約から生じた債権のうち、受取手形及び売掛金は営業
債権及びその他の債権、その他は非流動資産のその他の金融資産に含まれており、契約資産は営業
債権及びその他の債権に含まれています。また、契約負債は、その他の流動負債に含まれていま
す。
当連結会計年度に認識された収益について、期首時点で契約負債に含まれていた金額は49,652
百万円であります。また、当連結会計年度において、過去の期間に充足（又は部分的に充足)

した履行義務から認識した収益の額に重要性はなく、契約負債の残高の重大な変動はありません。
契約資産は、主に広告制作や受託システム開発等のサービス契約において、進捗度に応じて収益
を認識することにより計上した対価に対する権利として認識しており、対価に対する権利が無条件
となった時点で債権に振り替えております。契約負債は主に、顧客から受け取った前受対価に関連
するものであります。契約負債は、履行義務の充足に伴い、収益に振り替えております。

（3）残存履行義務に配分した取引価格の算定
当社グループにおいて、個別の契約における履行義務が１年を超えると予想される重要な取引が

ないため、実務上の便法を使用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、
顧客との契約から生じる対価の中に取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

（4）顧客との契約の獲得又は履行のためのコストから認識した資産
当社グループにおいては、顧客との契約の獲得又は履行のために発生したコストから認識した資
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産はありません。

８．金融商品関係
（1）金融商品の状況に関する事項
当社グループは、事業活動を行う過程において財務上のリスクに晒されており、当該リスクを回

避又は低減するために、一定の方針に基づきリスク管理を行っております。
なお、デリバティブ取引については、内部管理規程により、上記リスク回避・低減の目的の範囲

内で行うこととしております。
① 信用リスク管理

営業債権である受取手形及び売掛金を含む償却原価で測定される金融資産は、顧客の信
用リスクに晒されておりますが、与信管理の規則に沿ってリスク低減を図っております。
当社グループは、与信管理規程に従い、新規取引先等の審査及び与信管理を行っており

ます。また、経理規程に従い、各事業部門における管理部門と経理部門の協働により、取
引先ごとに期日及び残高の管理をするとともに、主要な取引先の状況を定期的にモニタリ
ングすることにより、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っており
ます。連結子会社においても、与信管理、債権管理を行っており、一定の重要な取引及び
事象については報告や承認を必要とする管理体制をとっております。
なお、当社グループでは特定の相手先に対する過度に集中した信用リスクはありません。

② 流動性リスク管理
当社グループは、各部署からの報告に基づき資金管理部門が定期的に資金計画を作成・

更新し、収支の状況に応じた手元流動性を確保すること等により、流動性リスクを管理し
ております。
当社グループは、運転資金につきましては、内部資金、金融機関からの借入、社債、コ

マーシャル・ペーパー又は債権流動化等により調達することとしております。なお、債権
流動化取引はノンリコース契約であることから、同債権については債権の消滅を認識して
おります。
また、当社グループは、緊急時の流動性を確保するため、コミットメント・ラインを設

定しております。加えて、急速な外部環境変化等に万全を期すため、引き続き金融機関と
の間で一時的に追加の銀行融資枠を設定しております。

③ 為替リスク管理
外貨建金銭債権債務は為替の変動リスクに晒されております。当社グループでは、通貨

別月別に把握された為替の変動リスクに対して、先物為替予約を利用しております。
また、一定金額を上回る外貨建取引や為替の変動リスクのうち重要なものに対しては、

内部管理規程により、先物為替予約や外貨建借入等を利用してヘッジすることとしており
ます。

④ 金利リスク管理
当社グループが調達した資金の一部については、金利変動リスクを回避・低減するため

にデリバティブ取引（金利スワップ取引等）を活用し、支払利息を固定化しております。

（2）金融商品の公正価値等に関する事項
① 償却原価で測定する金融商品

当連結会計年度末における連結財政状態計算書計上額及び公正価値は、次のとおりであ
ります。なお、長期借入金及び社債以外の償却原価で測定する金融資産及び金融負債の公
正価値は、帳簿価額と近似しております。
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（単位：百万円）

連結財政状態計算書
計上額 公正価値

（金融負債）
長期借入金 318,526 316,413
社債 94,975 90,404

（注）１年内に返済予定の残高を含んでおります。

長期借入金の公正価値については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想
定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
長期借入金の公正価値ヒエラルキーはレベル２に該当しております。
社債の公正価値については、市場価格に基づき算定する方法によっております。また、

公正価値ヒエラルキーはレベル２に該当しております。
② 公正価値で測定する金融商品

当初認識後に経常的に公正価値で測定する金融商品は、測定に使用したインプットの観
察可能性及び重要性に応じて、公正価値ヒエラルキーの３つのレベルに分類しております。
公正価値のヒエラルキーは以下のように定義しております。
レベル１： 活発な市場における公表価格により測定した公正価値
レベル２： レベル１以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを使用して測定した公

正価値
レベル３： 観察可能でないインプットを使用して測定した公正価値
公正価値の測定に複数のインプットを使用している場合には、その公正価値の測定の全体

において重要な最も低いレベルのインプットに基づいて公正価値のレベルを決定しておりま
す。
公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、各四半期の期首時点で発生したものとして認

識しております。
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なお、当連結会計年度において、レベル１とレベル２の間における振替はありません。ま
た、以下の表には株式買取債務を含めております。

（単位：百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

金融資産
デリバティブ資産 − 15,665 − 15,665
株式 40,587 − 23,605 64,192
その他 2,000 5,022 19,727 26,750

合計 42,587 20,688 43,333 106,609
金融負債
デリバティブ負債 − 50,459 − 50,459
株式買取債務 − − 3,953 3,953
その他（主に条件付対価） − − 152 152

合計 − 50,459 4,105 54,564

デリバティブ資産及びデリバティブ負債に含まれる金利スワップ、為替予約等の公正価値
は、金融機関より入手した見積価格又は観察可能な市場データを用いて算定した金額で評価
しているため、レベル２に分類しております。
株式及びその他（金融資産）のうち活発な市場が存在する銘柄の公正価値は市場価格に基

づいて算定しているため、レベル１に分類しております。また、活発な市場が存在しない銘
柄のうち、公正価値を観察可能な市場データを用いて算定した金額で評価した銘柄について
レベル２に分類し、公正価値を観察不能なインプットを用いて主としてインカム・アプロー
チ（DCF法）及びマーケット・アプローチ（類似企業比較法又は類似取引比較法）で算定し
た金額で評価した銘柄についてレベル３に分類しております。
インカム・アプローチ（DCF法）において重要な観察不能なインプットは主として割引率

であり、公正価値は割引率の上昇（低下）により減少（増加）することとなります。
マーケット・アプローチ（類似企業比較法）において重要な観察不能なインプットは主と

して企業価値/営業利益等の評価倍率であり、公正価値は当該評価倍率の上昇（低下）により
増加（減少）することとなります。
株式買取債務及びその他（金融負債）の公正価値等は、観察不能なインプットを用いて割

引キャッシュ・フロー法で算定した金額で評価しているため、レベル３に分類しております。
重要な観察不能なインプットは、主として将来時点における利益水準及び割引率であり、公
正価値等は、利益水準の改善（悪化）により増加（減少）し、割引率の上昇（下落）により
減少（増加）することとなります。
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レベル３に区分された資産、負債については公正価値測定の評価方針及び手続きに従い、
担当部署が対象資産、負債の評価方法を決定し、公正価値を測定しております。公正価値の
測定結果については適切な責任者が承認しております。
レベル３に分類された金融商品の増減は、以下のとおりであります。

(単位：百万円)

金融資産 金融負債

期首残高 45,763 6,385
その他の包括利益 (注)１ 2,556 −
損益 △1,186 △857
購入又は取得 3,900 3,937
売却又は決済 △1,051 △5,447
その他 (注)２ △6,649 87
期末残高 43,333 4,105
(注)１．その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に関するものであり、

その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動に含まれております。
２．当連結会計年度において、金融資産は主に売却目的で保有する非流動資産への振替により減少して

おります。
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９．１株当たり情報
（1）１株当たり親会社所有者帰属持分 1,444.02 円
（2）基本的１株当たり当期損失（親会社の所有者に帰属） △1,262.04 円

10．重要な後発事象
(固定資産の譲渡)
当社は、2025年12月24日開催の取締役会において、当社が保有する固定資産(電通銀座ビル)の

譲渡について決議し、2026年１月30日付で当該固定資産を譲渡いたしました。

（1）譲渡の理由
本譲渡は、適切なキャピタルアロケーションを行うため、必要な資金ニーズに充当することを目

的として決定いたしました。当社は、施設の老朽化に伴う修繕費用や固定資産税等のコストを抑制
し、資産の効率的な運用を図ることで、事業オペレーションと資本効率の両面においてシンプルで
持続的な事業構造の実現を目指します。

（2）譲渡資産の内容
資産の内容及び所在地 譲渡益 ※ 現況

電通銀座ビル
・所在地 ：東京都中央区銀座 ７丁目101番１号
・敷地面積：696.64㎡
・構造 ：鉄筋コンクリートブロック造 地下２階・

地上 ８階・屋階・塔屋付

約296億円 オフィスビル
（現時点は未使用）

※ 本譲渡によって発生する連結損益計算書における譲渡益は見込み額です。譲渡価額及び帳簿価額につきまし
ては、譲渡先の要望により開示を控えさせていただきます。

（3）譲渡先の概要
譲渡先との守秘義務契約に基づき、公表は控えさせていただきます。なお、当社と譲渡先との間

には、資本関係、人的関係はなく、当社の関連当事者にも該当しません。

（4）譲渡の日程
① 取締役会決議日 ：2025年12月24日
② 契約締結日 ：2025年12月24日
③ 譲渡（引渡）日 ：2026年１月30日

（5）今後の見通し
本契約に基づく固定資産の譲渡により、2026年12月期の連結決算（IFRS）において約296億円

の固定資産売却益が発生する見込みです。
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計算書類
（個別）

貸借対照表 2025年12月31日現在 （単位：百万円）

資産の部
科目 金額

流動資産 146,277
現金及び預金 77,470
関係会社短期貸付金 59,204
前払費用 1,199
その他 8,608
貸倒引当金 △204

固定資産 361,280
有形固定資産 6,743
建物（純額） 2,354
車両運搬具（純額） 1
工具、器具及び備品（純額） 603
土地 3,784

無形固定資産 722
ソフトウエア 717
その他 4

投資その他の資産 353,815
投資有価証券 58,712
関係会社株式 141,476
その他の関係会社有価証券 12,686
関係会社出資金 15,493
長期貸付金 670
関係会社長期貸付金 286,148
繰延税金資産 5,198
その他 7,432
貸倒引当金 △174,005

資産合計 507,558

負債の部

科目 金額
流動負債 210,362

短期借入金 10,000
関係会社短期借入金 139,322
一年内返済予定長期借入金 51,500
未払金 6,882
未払費用 2,225
役員賞与引当金 293
株式給付引当金 51
その他 85

固定負債 352,867
社債 95,000
長期借入金 251,000
長期未払法人税等 1,141
株式給付引当金 1,537
資産除去債務 863
再評価に係る繰延税金負債 834
その他 2,490

負債合計 563,230

純資産の部

科目 金額
株主資本 △82,488
資本金 74,609
資本剰余金 76,541
資本準備金 76,541

利益剰余金 △207,510
利益準備金 722
その他利益剰余金 △208,232
別途積立金 90,500
繰越利益剰余金 △298,732

自己株式 △26,129
評価・換算差額等 26,816
その他有価証券評価差額金 24,925
土地再評価差額金 1,890

純資産合計 △55,672
負債純資産合計 507,558
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（個別）

損益計算書 2025年１月１日から2025年12月31日まで （単位：百万円）

科目 金額

営業収益

受取配当金 86,539

経営支援料 6,806

不動産賃貸料 288 93,634

営業費用 30,300

営業利益 63,333

営業外収益

受取利息及び受取配当金 3,507

その他 650 4,158

営業外費用

支払利息 3,905

社債利息 528

投資組合運用損 2,032

その他 1,480 7,946

経常利益 59,545

特別利益

投資有価証券売却益 25,664

その他 205 25,870

特別損失

関係会社株式評価損 286,826

投資有価証券評価損 433

投資有価証券売却損 174

貸倒引当金繰入額 171,858

構造改革費用 4,765

その他 117 464,176

税引前当期純損失（△） △378,760

法人税、住民税及び事業税 △1,314

国際最低課税額に対する法人税等 1,141

法人税等調整額 △685 △858

当期純損失（△） △377,902
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（個別）

株主資本等変動計算書 2025年１月１日から2025年12月31日まで （単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本
剰余金

資本剰余金
合計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計別途積立金 繰越利益

剰余金

2025年１月１日残高 74,609 76,541 − 76,541 722 320,500 △132,645 188,577

当事業年度中の変動額

剰余金の配当 − △18,167 △18,167

当期純損失（△） − △377,902 △377,902

別途積立金の取崩 − △230,000 230,000 −

自己株式の取得 − −

自己株式の処分 △17 △17 −

その他資本剰余金の
負の残高の振替 17 17 △17 △17

株主資本以外の項目の
当 事 業 年 度 中 の 変 動 額
（純額)

− −

当事業年度中の変動額合計 − − − − − △230,000 △166,087 △396,087

2025年12月31日残高 74,609 76,541 − 76,541 722 90,500 △298,732 △207,510

株主資本 評価・換算差額等
純資産
合計自己株式 株主資本

合計
その他有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

2025年１月１日残高 △26,195 313,534 43,796 1,880 45,677 359,211

当事業年度中の変動額

剰余金の配当 △18,167 − △18,167

当期純損失（△） △377,902 − △377,902

別途積立金の取崩 − − −

自己株式の取得 △2 △2 − △2

自己株式の処分 67 50 − 50

その他資本剰余金の
負の残高の振替 − − −

株主資本以外の項目の
当 事 業 年 度 中 の 変 動 額
（純額)

− △18,871 10 △18,860 △18,860

当事業年度中の変動額合計 65 △396,022 △18,871 10 △18,860 △414,883

2025年12月31日残高 △26,129 △82,488 24,925 1,890 26,816 △55,672
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個 別 注 記 表

１．重要な会計方針
（1）有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法
② その他の関係会社有価証券

移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２

項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じ
て入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっておりま
す。

③ その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法

（2）デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法

（3）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

定率法によっております。ただし、1998年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を
除く）及び2016年４月１日以後に取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法に
よっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建 物 6年〜50年
車両運搬具 5年
工具、器具及び備品 3年〜20年

② 無形固定資産
定額法によっております。なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
（4）引当金の計上基準
① 貸倒引当金

営業債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒
懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており
ます。

② 役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

③ 株式給付引当金
役員等に対する将来の給付に備えるため、役員株式給付規則等に基づき、役員等に割り当て

られるユニットの見込数に応じた給付額を基礎として計上しております。
（5）ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を行っております。なお、金利スワップ取引について特例処理の要件を充た
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している場合には特例処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 金利スワップ取引
ヘッジ対象 借入金に係る利息

③ ヘッジ方針
借入金に係る金利変動リスクの回避を目的とし、内規に基づきヘッジを行っております。ま

た、投機的な取引は実施しておりません。
④ ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップ取引については、特例処理によっているため、ヘッジの有効性の評価は省略し
ております。

（6）収益及び費用の計上基準
当社は純粋持株会社として、グループ各社に対し経営管理を行っており、その収益は、主に

当社の連結子会社からの受取配当金及び経営支援料からなります。受取配当金については、配
当金の効力発生日をもって収益を認識しております。また、経営支援料については、連結子会
社との契約に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が実施された時点で当社
の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。

（7）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

２．表示方法の変更
（損益計算書）

前事業年度において、特別損失の「その他」に含めて表示しておりました「構造改革費用」
(前事業年度175百万円)は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しておりま
す。

３．重要な会計上の見積りに関する注記
当事業年度の計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の計算

書類に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりであります。
（関係会社投融資の評価）

１ 計算書類に計上した金額
関係会社株式※ 141,476百万円
その他の関係会社有価証券 12,686百万円
関係会社出資金 15,493百万円
関係会社長期貸付金 286,148百万円

※うち、非上場の子会社に対する投資等、市場価格のない株式等
子会社株式 98,868百万円
関連会社株式 11,670百万円

上記のうち、関係会社長期貸付金の残高には、会社の海外事業を統括する非上場子会社
で あ る Dentsu International Limited( 以 下、「DI 社」 ) の 子 会 社 で あ る Dentsu
International Treasury Limited (以下、「DIT社」)に対する長期貸付金284,500百万円
が含まれております。DI社に対する投資は当事業年度において関係会社評価損を計上した
結果、備忘価額で計上しております。

２ 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
非上場の子会社に対する投資等、市場価格のない株式等は取得価額をもって貸借対照表

価額としておりますが、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したとき
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には、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、実質価額まで減損処理
をしております。関係会社長期貸付金については、関係会社の財政状態及び経営成績の状
況を勘案し、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を貸倒引当金として計上してお
ります。

DI社に対する投資及びDIT社に対する融資の評価
当社は、DI社投資の評価に当たり、DI社が統括する海外事業からの超過収益力等を

反映した価額で実質価額を算定し、超過収益力等を反映した実質価額は、事業価値から
純有利子負債等を控除して算定しております。
また、DIT社は中間持株会社であるDI社を通じて海外事業会社に対して融資を行うこ

とのみを目的とする会社であるため、DIT社に対する融資の評価は、海外事業会社の事
業計画及び同事業から生じるキャッシュ・フローにより影響を受けます。DIT社の貸付
金の評価にあたっては海外事業から生ずるキャッシュ・フローの見積額を考慮して、回
収可能性を判断しております。
当社は、DI社の取得により計上した連結計算書類上ののれんの減損テストで算出され

た使用価値の金額を基礎として、DI社の事業価値の金額を算定しております。さらに、
当該事業価値の金額を基礎として、将来の支払能力を検討し、DIT社に対する貸付金の
回収可能額を算定しております。のれんの減損テストにおける使用価値の見積りにおけ
る主要な仮定には、連結計算書類の「３．会計上の見積りに関する注記（(１)のれんの
評価）」に記載のとおり、オペレーティング・マージン、売上総利益の成長率、継続成
長率、割引率、正味運転資本及び全社費用の各資金生成単位グループへの配賦率が含ま
れます。
この結果、当事業年度において関係会社株式評価損286,714百万円及び貸倒引当金

繰入額171,858百万円を計上しております。なお、事業戦略の変更や市場環境の変化
等により上記仮定の見直しが必要となった場合、翌事業年度以降において、DIT社への
貸付金に対する貸倒引当金の追加計上もしくは戻入が発生する可能性があります。

４．貸借対照表関係
（1）有形固定資産の減価償却累計額 7,707百万円
（2）偶発債務

保証債務残高
下記会社の銀行借入等に対する債務保証
Dentsu International Treasury Limited
（運転資金に係る資金借入枠 100百万米ドル） 15,656百万円
OOHメディア・ソリューション社他計３社 921百万円

計 16,577百万円

（3）関係会社に対する金銭債権・債務（区分表示したものを除く）
短期金銭債権 6,184百万円
短期金銭債務 5,645百万円

（4）「土地の再評価に関する法律」（1998年３月31日法律第34号）に基づき、事業用の土地の再
評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を再評価に係る繰延税金負債
として負債の部に計上し、これを控除した金額を土地再評価差額金として純資産の部に計上して
おります。
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同法第３条第３項に定める再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令」（1998年３月31日政令第119号）第２条第４号に定める
「地価税法」第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するため
に国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算出する方法に
よっております。

再評価を行った年月日 2001年３月31日
再評価を行った土地の当事業年度末における時価の合計額は、再評価後の帳簿価額を下回って

おりません。

５．損益計算書関係
（1）関係会社との取引高

営業収益 93,634百万円
営業費用の取引高 21,874百万円
営業取引以外の取引高 3,497百万円

（注）営業費用の取引高の一部は経費等の立替であり、損益計算書上は相殺しております。

（2）特別損失の内訳
関係会社株式評価損 286,826百万円には、海外事業を統括する非上場子会社DI社株式の評価

損 286,714百万円が含まれております。
貸倒引当金繰入額 171,858百万円は、同社傘下の海外子会社において貸付金の回収リスクが

高まったことから、貸倒引当金を計上したことによるものです。

６．株主資本等変動計算書関係
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 6,213,175株
（注）自己株式数には、業績連動型株式報酬制度に係る信託口が所有する当社株式が含まれてお

ります。

７．税効果会計関係
（1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

繰延税金資産の発生の主な原因は、関係会社株式、投資有価証券であります。
繰延税金負債の発生の主な原因は、その他有価証券評価差額金、土地再評価差額金でありま

す。
（2）法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の
会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人
税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っており
ます。

（3）法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成

立したことに伴い、2026年４月１日以後に開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が
行われることになりました。これに伴い、2027年１月１日以後に開始する事業年度以降におい
て解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、改正後の法定
実効税率に基づいて計算しております。この法定実効税率の変更による影響は軽微です。
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８．関連当事者との取引関係
子会社及び関連会社等

属 性 会社等の名称 議決権等の

所有(被所有)

の割合

関連当事者

との関係

取引の内容 取引金額

（百万円）

科 目 期末残高

（百万円）

子会社 Dentsu

International

Limited

所有

直接 100％

キャッシュ・

マネジメント・

システムによる

資金の貸借及び

海外事業運営の

管理

役員の兼任

キャッシュ･マネジ

メント･システムに

よる貸付（注1）

ー 関係会社短

期貸付金

35,931

マネジメントフィー

の支払（注2）

6,081 未払金 1,571

子会社 Dentsu

International

Treasury

Limited

所有

間接 100％

運転資金の貸付

及び銀行借入枠

等に対する債務

保証

資金の貸付（注3）

資金の回収

利息の受取（注3）

190,000

85,000

1,906

関係会社長

期貸付金

284,500

その他

(未収収益)

822

銀行借入枠に対する

債務保証（注4）

15,656 ー ー

子会社 株式会社電通 所有

直接 100％

不動産の賃貸及

びキャッシュ・

マネジメント・

システムによる

資金の貸借

役員の兼任

不動産の賃貸

（注5）

4,602 その他

(未収入金)

1

キャッシュ・マネジ

メント・システムに

よる預かり（注1)

− 関係会社短

期借入金

24,792

利息の受取（注1） 0

利息の支払（注1） 211 未払費用 24

子会社 株式会社電通

コーポレート

ワン

所有

直接 100％

役務の提供及び

役務の受入及び

キャッシュ・

マネジメント・

システムによる

資金の貸借

会社運営等に係る業

務の委託（注6）

3,923 未払金 1,124

キャッシュ・マネジ

メント・システムに

よる預かり（注1)

− 関係会社短

期借入金

6,563

利息の支払（注1） 43 未払費用 4

子会社 株式会社電通

総研

所有

直接 61.8％

キャッシュ・

マネジメント・

システムによる

資金の貸借

キャッシュ・マネジ

メント・システムに

よる預かり（注1）

− 関係会社短

期借入金

61,863

利息の支払（注1） 445 未払費用 41

子会社 株式会社電通

デジタル

所有

直接 75.0％

キャッシュ・

マネジメント・

システムによる

資金の貸借

キャッシュ・マネジ

メント・システムに

よる預かり（注1）

− 関係会社短

期借入金

9,524

利息の受取（注1） 17

利息の支払（注1） 15 未払費用 3
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子会社 株式会社電通

プロモーショ

ンプラス（注

7）

所有

直接 100％

キャッシュ・

マネジメント・

システムによる

資金の貸借

キャッシュ・マネジ

メント・システムに

よる預かり（注1）

− 関係会社短

期借入金

6,071

利息の支払（注1） 41 未払費用 3

子会社 株式会社電通

九州

所有

直接 100％

キャッシュ・

マネジメント・

システムによる

資金の貸借

キャッシュ・マネジ

メント・システムに

よる預かり（注1）

− 関係会社短

期借入金

5,528

利息の支払（注1） 46 未払費用 3

子会社 株式会社電通

ライブ

所有

直接 100％

キャッシュ・

マネジメント・

システムによる

資金の貸借

キャッシュ・マネジ

メント・システムに

よる貸付（注1）

− 関係会社短

期貸付金

11,900

利息の受取（注1） 8 その他

(未収利息)

7

利息の支払（注1） 14

（注）
１．キャッシュ・マネジメント・システムによる預かり及び貸付については、基本契約に基づき残高が
毎日変動するため、期末残高のみを記載しております。また、借入及び貸付金利は市場金利を勘案し
て決定しております。

２．マネジメントフィーは、業務内容を勘案し当事業者間契約により合理的に決定しております。
３．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は受け
入れておりません。

４．Dentsu International Treasury Limitedを借入人とする銀行借入枠（100百万米ドル、満期2026
年3月27日）につき、債務保証を行っております。

５．取引金額を総額で記載しておりますが、経費等の立替取引については、当事業年度の損益計算書で
は当社が外部に支払った金額から子会社より受領した金額を控除した純額を営業費用として計上して
おります。

６．会社運営等に係る業務の委託に関する取引条件については、委託する業務の内容等を勘案の上、決
定しております。取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。

７．株式会社電通プロモーションプラスは、2026年１月１日付で、株式会社電通プロモーションエグ
ゼ、株式会社電通リテールマーケティング及び株式会社電通tempoを吸収合併し、存続会社として統
合後の新社名を「株式会社電通プロモーション」としております。

９．１株当たり情報
（1）１株当たり純資産額 △214.46円
（2）１株当たり当期純損失（△） △1,455.81円
（注）１株当たり情報の算定において、業績連動型株式報酬制度に係る信託口が所有する当社株式を自己

株式として処理していることから、期末株式数900,600株及び期中平均株式数900,600株をそれ
ぞれ控除しております。

10．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「１．重要な会計方針 (6) 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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11．重要な後発事象
（別途積立金の取り崩し）

当社は、2026年2月13日開催の取締役会において、会社法第452条及び第459条第1項に基
づく定款の定めにより、別途積立金の取り崩しを決議いたしました。
(1)減少する剰余金の項目及びその額 別途積立金 90,500百万円
(2)増加する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 90,500百万円
(3)実施の目的 繰越利益剰余金の欠損補填を図るため
(4)効力発生日 2026年3月18日

（固定資産の譲渡）
当社は、2025年12月24日開催の取締役会において、当社が保有する固定資産（電通銀座ビ

ル）の譲渡について決議し、2026年１月30日付で当該固定資産を譲渡いたしました。本契約に
基づく固定資産の譲渡により、2026年度に約270億円の固定資産売却益を計上する予定です。
なお、詳細は、連結計算書類の「連結注記表（10. 重要な後発事象）」をご参照ください。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2026年２月18日
株式会社電通グループ
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 神塚 勲
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 江澤 修司
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 林 健太郎

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社電通グループの2025年１月１日から2025年12月31日までの連結会

計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、国際会計基準で求められる開示項

目の一部を省略した会計の基準に準拠して、株式会社電通グループ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財
産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責

任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影
響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、

監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して

意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書

類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他
の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求めら

れている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、国際会計基準で求められる開示項目の一

部を省略した会計の基準により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、

会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に基づいて
継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうか

について合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正
又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、

職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。
監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、
状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項
の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前
提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する
重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結
論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、国際会計基準で求められる開示項目
の一部を省略した会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並び
に連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連
結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単
独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上

の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影

響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽
減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2026年２月18日
株式会社電通グループ
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 神塚 勲
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 江澤 修司
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 林 健太郎

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社電通グループの2025年１月１日から2025年12月31日までの

第177期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下
「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る

期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責

任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響
度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、

監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意

見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又

は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記
載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求めら

れている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにあ

る。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を
整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が

国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示
する責任がある。
監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに

ついて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は
誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、
重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、

職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。
監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、
状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項
の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提
に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計
算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監
査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関
連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかど
うかを評価する。
監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上

の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影

響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽
減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

― 44 ―

2026年02月19日 17時55分 $FOLDER; 45ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



監査委員会の監査報告書

監査報告書
当監査委員会は、2025年１月１日から2025年12月31日までの第177期事業年度における取締役及び執行役の

職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査委員会は、会社法第416条第１項第１号ロ及びホに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決

議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び執行役並びに使用人等からその構築及
び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で
監査を実施いたしました。

① 監査委員会が定めた「監査委員会監査基準」に則り、監査の方針、職務の分担等に従い、重点監査項目を設
定し、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役及び執行役等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、
必要に応じて説明を求め、重要な文書等を閲覧し、また内部監査部門及び法務部門等から定期的に報告を受け、
法令等遵守体制及びリスク管理体制等を含む業務及び財産の状況を調査いたしました。グループ会社監査の観
点からは、内部監査部門からグループ会社の監査の状況について報告を受けるとともに、内部統制システムに
係るモニタリングを担当する部署からもグループ会社のコンプライアンスやリスク管理の状況について報告を
受け情報を収集しました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計
監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から
「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監
査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求
めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（会社計算規則第120条第1項後
段の規定により、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成された連結財政状態計算書、連結損益
計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役及び執行役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに
関する事業報告の記載内容並びに取締役及び執行役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。
なお、事業報告に記載されているとおり、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に関し、独占
禁止法違反による刑事訴訟の判決が2025年12月の最高裁判所の決定を受け確定しましたが、監査委員会
は、従来より進められているdentsu Japanの意識行動改革において再発防止のための施策が継続的に実施
されていることを確認しております。監査委員会は、コンプライアンスの更なる強化に向けた取り組みを引
き続き注視してまいります。

（２）計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年２月20日
株式会社 電通グループ 監査委員会

監査委員 松田 結花
監査委員 佐川 恵一
監査委員 曽我辺 美保子
監査委員 河村 芳彦
監査委員 高嶋 智光

（注）監査委員松田結花、佐川恵一、曽我辺美保子、河村芳彦及び高嶋智光は、会社法第２条第15号及び第400条
第３項に規定する社外取締役であります。

以 上
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